
緊急ガス遮断装置とは

ガス漏れ、地震などの緊急事態が起こった時、防災センターや守衛室などに設置された操作盤の
ボタンを操作することで、建物全体のガス供給をすぐに遮断できる装置で、保安上重要度が高い建物に
設置する必要があります。また、感震器と連動させることで、大地震が発生した際に自動的に遮断させる
ことも可能である。正常に遮断するかを確認するため、定期的な作動テストを実施することが
法令で定められている。

緊急ガス遮断装置の設置が必要となる要件
ガス事業法で建物区分により設置の要否が規定されており、以下の区分が設置対象となる
A.建物区分表のNo1 特定地下街など、No2 特定地下室など、No3 超高層建物、No5 特定大規模建物
及び建屋内に「ガバナ」がある場合
その他、事業主の要望等で設置する場合もあります。

※ガバナとは、家庭や工場などのガス機器で安全に使えるように圧力を下げる装置である。

A.建物区分表

ガスを使用するお客さまの建物ごとの保安対策を実施するため、建物を建物構造、ガスの形態、人の
集合状況などに基づいて11の区分のいずれかに分類する。

※ 換算使用最大流量

ガスメータの検定を受ける流量（2つ以上の場合はその和を示す。）であり、号数によっては

最大通過流量とは異なる場合があるので注意する。

緊急ガス遮断装置について

No.042 □ 機器 □ 給⽔ □ 給湯 □ 排⽔
□ 器具 □ 消⽕ ■ ガス □環境 □ 他



B.業務用途詳細表

緊急ガス遮断装置の設置に関しては上記の通りですが、計画の際には「大阪ガス指定工事会社」に
問い合わせを行って下さい。
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